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改訂履歴表
　1.品質マネジメントシステムの適用範囲　

(1)　適用規格

ISO　9001：2000/JIS　Q　9001：2000「品質マネジメントシステム―要求事項」

ISO　9000：2000/JIS　Q　9000：2000「品質マネジメントシステム―基本及び用語」　

(2) 　規格要求事項の適用
　　　適用除外事項はない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(3)　適用組織

付図「組織図」に示す。

(4)　適用対象

レディーミクストコンクリートの設計・開発及び製造。

	№
	工場名
	所在地

	N
	㈱大坂組生コン工場
	青森市大字野内字菊川5-1

	き
	北日本レミコン㈱本社工場
	青森市大字野内字浦島218

	き
	北日本レミコン㈱蟹田工場
	東津軽郡外ヶ浜町字蟹田小国坂元21-1

	K
	青森カイハツ生コンクリート㈱青森工場
	青森市大字荒川字柴田87-1

	Ｔ
	青森太平洋生コン㈱堤工場
	青森市青柳1丁目16-8

	Ｔ
	青森太平洋生コン㈱油川工場
	青森市大字油川字岡田146-4

	
	
	


　2.用語の定義　

この「品質マニュアル」で、組合が用いる用語は、下表による。

	この「品質マニュアル」での用語
	用　　　語

	規格
	JIS　Q　9001：2000

	理事長
	規格の「トップマネジメント」

	組合
	規格の「組織」及び青森生コンクリート協同組合

	電子文書
	規格の「電子的媒体」

	経営資源
	規格の「資源」

	協力業者
	規格の「供給者」

	工場
	組合加入の上記生コン製造工場

	
	


　3.配　布　

　この「品質マニュアル」は、電子文書にて管理し、印刷されたものは非管理とする。　

　4.品質マネジメントシステム　

4.1一般要求事項

(1)　組合は、規格の要求事項に従って品質マネジメントシステムを確立し、この品質マニュアルに記載し、実施し、且つ維持する。また、その品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。

(2)　組合は次の事項を実施する。

a)　品質マネジメントシステムに必要なプロセス及びそれらを適用する部署を「プロセス一覧表」に示し、明確にする。

b)　これらのプロセスの順序及び他のプロセスとの相互関係を「プロセス一覧表」及び各プロセス図で示し、明確にする。

　c)　これらのプロセスの運用及び管理のいずれもが、効果的であることを確実にするために必要な判断基準及び方法は、品質マニュアルで明確にする。
　d)　これらのプロセスの運用及び監視を支援するために必要な経営資源を６章に、情報について5.5.3項（内部コミュニケーション）、8.4項（データの分析）に記載し、利用できることを確実にする。

　e)　これらのプロセスを8.2.3項（プロセスの監視及び測定）により監視、測定し、8.4項（データの分析）により分析する。

　f)　これらのプロセスについて、8.2.3項（プロセスの監視及び測定）により計画どおりの結果が得られるようにし、且つ、8.5項（改善）により継続的改善を達成するために必要な処置をとる。

(3) 組合は、これらのプロセスを規格の要求事項に従って運営管理する。

(4) 各工場は、要求事項に対する製品の適合性に影響を与えるプロセスをアウトソースする事を決めた場合には、7.4項（購買）及び7.5項（製造及びサービス提供）によりプロセスに関して管理を確実にする。　
4.2文書化に関する要求事項

4.2.1一般

組合の品質マネジメントシステムに含まれる文書を次に示す。

a） 品質方針及び品質目標を表明した文書

　・品質方針：「品質マニュアル」の5.1項（経営者のコミットメント）
・品質目標：各工場の【業務規定】による。

b） ｢品質マニュアル｣

・本書

c） 下記の項目については、この「品質マニュアル」の（　　）内の項目に手順を記載する。

1 文書管理（4.2.3）

2 記録の管理（4.2.4）

3 内部監査（8.2.2）

4 不適合製品の管理（8.3）は各工場の【業務規定】による。

5 是正処置（8.5.2）

6 予防処置（8.5.3）
d） 組合内のプロセスの効果的な計画、運用及び管理を確実に実施するために、組合が必要と判断

　　した文書。

・「文書一覧表」に示す。

e） 記録

・「品質記録一覧表」に示す。

4.2.2品質マニュアル

組合は、次の事項を含む「品質マニュアル」を作成し､維持する。

a)　品質マネジメントシステムの適用範囲は「品質マネジメントシステムの適用範囲」に示す。
b)　品質マネジメントシステムについて確立された「文書化された手順」はこの「品質マニュアル」の関係箇所に記載する。

　c)　品質マネジメントシステムのプロセス間の相互関係は「プロセス一覧表」に示す。

4.2.3文書管理

組合は、品質マネジメントシステムに必要な文書を管理する。

1) 品質記録は「4.2.4記録の管理」に従って管理する。

2) 次の活動に必要な管理を規定する手順を「文書一覧表」及び各帳票に定める。

a) 発行前に適切かどうかの観点から文書を承認する。

b) 文書のレビューは、問題があった場合関連するプロセスの文書も含めてレビューする。又、必要に応じて更新し、再承認する。

c) 文書の変更の識別及び現在の改訂版の識別を確実にする。

d) 該当する文書の適切な版が、必要なときに、必要なところで使用可能な状態であることを確実にする。

e) 文書が読みやすく、容易に識別可能な状態であることを確実にする。

f) どれが外部で作成された文書であるかを明確にし、その配布が管理されていることを確実にする。

g) 廃止文書を誤って使用されないようにする。また、これらを何らかの目的で保持する場合には、適切な識別をする。
4.2.4記録の管理
組合は、要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの効果的運用を示すための記録を作成し維持する。記録は読みやすく、容易に識別可能で、検索可能であるようにするため、記録の識別､保管､保護､検索､保管期間及び廃棄に関して必要な管理を規定した手順を「品質記録一覧表」に定め、維持する。

　5．経営者の責任　
5.1経営者のコミットメント

理事長は、組合の品質マネジメントシステムの構築及び実施、並びにその有効性を継続的に改善することに対するコミットメントの証拠を次の事項によって示す。また、品質マネジメントシステムが完全に整っている状態を自ら確認及び評価し、供給者適合宣言をする。

a） 法令、規制要求事項及び顧客要求事項を満たすことの重要性を、5.5.3項（内部コミュニケーション）により全組合員に周知徹底する。
b） 下記のとおり品質方針を設定する。

	【目　　的】　

豊かな社会環境創造と地域産業発展に努める。

【品質方針】

1.顧客のニーズに応じる生コンクリートを安定生産供給し、顧客の満足が得られる工場にします。

2.生産活動に関する法律・規則を把握理解し遵守の徹底を図ります。

3.顧客及び社会的ニーズに対応するための品質向上・改善・さらに新技術の開発研究などを推進します。

4.品質方針の達成のために品質目標を定め、随時見直しと改善を継続的に実行します。

5.私はこの品質方針の重要性を、協同組合当該工場に周知させることを徹底します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年03月01日

青森生コンクリート協同組合　　理事長　安田次章


c)　当該工場が、【業務規定】又は【品質計画書】に記述することによって、品質目標が設定されることを確実にする。

d)　マネジメントレビューを実施する。その詳細は、5.6項（マネジメントレビュー）に記載する。

e)　経営資源が使用できることを確実にする。その詳細は、6．（資源の運用管理）に記載する。

5.2顧客重視

理事長は、顧客満足の向上を目指して、顧客要求事項が決定され、満たされていることを確実にする。顧客要求事項の決定に関する詳細は、7.2.1項（製品に関連する要求事項の明確化）に記載し、顧客満足の向上に関する詳細は、8.2.1項（顧客満足）に記載する。
5.3品質方針

理事長は、品質方針について次の事項を確実にする。

a)　組合の目的とともに、本品質マニュアルに記載し、その目的に対して適切な内容とする。

b)　要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善に対するコミットメントを含むものとする。

　c)　理事長は方針展開のプロセスに従って当該工場に品質目標の設定及びレビューのための枠組（方向性）を与えるものとする。

　d)　5.5.3項（内部コミュニケーション）によって、組合全体に伝達され理解されるようにする。

e)  適切性の持続のために5.6項（マネジメントレビュー）においてレビューする。
5.4計画

5.4.1品質目標

(1)　理事長は、当該工場は品質目標が設定されていることを、確実にする。

(2)　当該工場は、品質目標及び展開計画を【業務規定】に記載し、組合では【事業計画書】で管理する。

(3)　品質目標は、製品要求事項を満たすために必要なものがあれば含める。

(4)　品質目標は、その達成度が判定可能で､品質方針との整合性がとれているものとする。

5.4.2品質マネジメントシステムの計画

理事長は、次の事項を確実にする。

a)　品質目標及び４.１項（一般要求事項）に規定する要求事項を満たすために、組合の品質マネジメントシステムの計画を策定し、この「品質マニュアル」に記載する。

b)　適用規格、品質方針､品質目標、プロセスの変更など、品質マネジメントシステムの変更を計画し､実施する場合には、相互に関連するプロセスの整合性を保つようにする。なお次の事項を実施することによって、品質マネジメントシステムが完全に整っている状態を維持する。

①　内部監査の実施

②　プロセスの監視の実施

③　マネジメントレビューの実施

④　以上により発見された不適合の是正処置の実施

5.5責任、権限及びコミュニケーション

5.5.1責任及び権限

(1)　理事長は、品質マネジメントシステムを適用する組合組織を定め、付図「組織図」に示す。

(2)　理事長は､「組織図」における各部署の責任と権限について、各プロセス図に定める。

(3)　理事長は、前項で定めた責任及び権限について、5.5.3項（内部コミュニケーション）により組合全体に周知徹底する。
5.5.2管理責任者

(1)　理事長は、管理責任者を任命する。

(2)　管理責任者は、与えられている他の責任とかかわりなく、次に示す責任及び権限をもつ。

a) 品質マネジメントシステムに必要なプロセスの確立、実施及び維持を確実にする。

b) 品質マネジメントシステムの実施状況及び改善の必要性の有無について、5.6.2項（マネジメントレビューへのインプット）により理事長に報告する。

c) 5.5.3項（内部コミュニケーション）により組合全体にわたって、顧客要求事項に対する認識を高めることを確実にする。

5.5.3内部コミュニケーション

(1)　理事長は、社内にコミュニケーションのための適切なプロセスを確立するために、各委員会を確実に実施する。

(2)　理事長は、その委員会を通じて、品質マネジメントシステムの有効性に関する情報交換が行われることを確実にする。

5.6マネジメントレビュー

5.6.1一般

(1)　理事長は、組合の品質マネジメントシステムが引き続き適切であり、妥当であり、有効であることを確実にするために、年1回（6月）にマネジメントレビューを実施する。その他、必要に応じて、臨時にマネジメントレビューを実施する。

(2)　理事長は、マネジメントレビューにおいて、品質マネジメントシステムの改善の機会の評価、品質方針及び品質目標を含む品質マネジメントシステムの変更の必要性の評価も行う。
(3)　 理事長は、マネジメントレビューの結果を【マネジメントレビュー実施記録書】に記録して維持する。
5.6.2マネジメントレビューへのインプット

　管理責任者は、マネジメントレビューに先立って、次の事項を【品質改善計画書】に記述して、理事長に報告する。

a) 内部監査及による審査報告書

b) 顧客からのフィードバックを含む情報記録

c) プロセスの実施状況及び製品の適合性

d) 予防処置及び是正処置の状況

e) 前回までのマネジメントレビューの結果に対するフォローアップ

f) 品質マネジメントシステムに影響を及ぼす可能性のある変更

g) 改善のための提案

5.6.3マネジメントレビューからのアウトプット

理事長は、マネジメントレビューからのアウトプットである【マネジメントレビュー実施記録書】に次の事項についての指示事項に関する決定及び対策方法に関する処置を含める。

a) 品質マネジメントシステム及びそのプロセスの有効性の改善

b) 顧客要求事項への適合に必要な製品の改善

c) 経営資源の必要性

　6．資源の運用管理　
6.1資源の提供

組合は、次の事項に必要な経営資源を6.2（人的資源）～6.4項（作業環境）に記載して明確にし、必要なとき、必要なところで提供する。

ａ)品質マネジメントシステムを実施し、維持する。又、その有効性を継続的に改善する。

ｂ)顧客満足を、顧客要求事項を満たすことによって向上させる。

6.2人的資源

6.2.1一般

製品の品質に影響がある仕事に従事する要員は、関連する教育、訓練、技能及び経験を判断の根拠として、力量がある要員を割り当てる。

6.2.2力量、認識及び教育・訓練

組合は、内部監査員の力量、認識及び教育・訓練を実施し、その他の要員に関しては各工場の【業務規定】により実施する。

a)　組合は、内部監査に従事する要員に必要な力量を【資格認定者表】に明確にする。

b)　組合は、要員に力量の不足を認めた場合には、年度始め又は適宜必要な力量がもてるように【教育訓練計画書】で計画し、教育・訓練又は他の処置を行う。

c)　組合は、教育・訓練の有効性を評価し【教育訓練計画書】に記録する。又は他の処置の有効性を評価する。

d) 各工場及び組合の要員が自らの活動のもつ意味と重要性を認識し、品質目標の達成に向けて、自らどのように貢献できるかを認識することを、ミーティングなどの場を活用して確実にする。

e)　教育・訓練、技能及び経験について、該当する記録を維持する。

6.3インフラストラクチャー(製品実現に必要な設備、支援業務)

各工場及び組合は、製品要求事項への適合を達成するために必要な施設、設備及び支援業務を明確にし、提供し、維持する。

6.4作業環境(製品実現に必要な作業環境)

各工場及び組合は、製品要求事項への適合を達成するために必要な作業環境を明確にし、運営管理する。

　7．製品実現　
7.1製品実現の計画

(1)　工場は、製品実現に必要なプロセスを7.2項（顧客関連のプロセス）～7.6項（監視機器及び測定機器の管理）に計画して構築する。

(2)　製品実現の計画は、組合の品質マネジメントシステムのその他のプロセスの要求事項と整合性

がとれているように定める。

(3)　工場は製品実現の計画に当り、次の事項について該当するものを7.2～7.6項で明確にし、なお各プロジェクトについては【品質計画書】に示す。
a)　製品に対する品質目標及び要求事項。

b)　製品に特有な、プロセス及び文書の確立の必要性、並びに経営資源の提供の必要性。

c)　その製品のための検証、妥当性確認、監視、検査及び試験活動並びに製品合否判定基準。

d)　製品実現のプロセス及びその結果としての製品が要求事項を満たしていることを実証するために必要な記録。

この計画のアウトプットは、各工場の計画の実行に適した様式を用いる。

7.2顧客関連のプロセス

7.2.1製品に関連する要求事項の明確化

組合は次の事項を【契約内容確認書】で明確にする。

a)　顧客が規定した要求事項。これには、引渡し及び引渡し後の活動に関する要求事項を含む。

b)　顧客が明示していないが、指定された用途又は意図された用途が既知である場合、それらの用

途に応じた要求事項。

c)　製品に関する法令・規制要求事項。

e) 組合が必要と判断する追加要求事項。

7.2.2製品に関連する要求事項のレビュー

(1)　参事会は、その製品に関連する要求事項をレビューする。

　　このレビューは、組合が顧客に製品を提供することについてのコミットメントをする前に行う。

(2)　組合は、要求事項のレビューにおいて次の事項を確実にする。

a)　その製品に対する要求事項が定められていること。

b)　契約又は注文の要求事項が以前に提供していた内容と異なっている場合には、その差異について解決されていること。

c)　組合が定められた要求事項を満たす能力を持っていること。

(3)　参事会は、このレビューの結果及びレビューを受けてとられた処置について【契約内容確認書】に記録し維持する。　

(4)　顧客が要求事項を書面で提示せず、電話又は口頭で提示した場合、組合はその内容を記録し、受諾する前にその内容を確認する。

(5)　契約締結後において顧客からの指示、又は組合の提案により、製品に対する要求事項が変更された場合、組合はその内容を【連絡書】に記録するとともに、関連する文書を修正し、変更内容を関連する要員(工場、販売店、参事会)に連絡して、その内容が理解されることを確実にする。

7.2.3顧客とのコミュニケーション
組合は、次の事項に関して顧客とのコミュニケーションを図るための効果的な方法を以下に示し、実施する。

a)パンフレット、価格表などで製品に関する情報を提供する。

b)契約内容確認書などで引き合い、契約若しくは注文､又はそれらの変更を行う。

c)顧客情報、苦情処理書など苦情を含む顧客からのフィードバックを管理する。

7.3設計・開発

設計・開発に関する事項は、各工場の【業務規定】による。
7.4購　買

購買に関する事項は、各工場の【業務規定】による。
7.5製造及びサービス提供

製造及びサービスに関する事項は、各工場の【業務規定】による。
7.6監視機器及び測定機器の管理

監視機器及び測定機器の管理に関する事項は、各工場の【業務規定】による。
　8．測定、分析及び改善　
8.1一般

(1)　 組合は、次の事項のために必要となる監視、測定、分析及び改善のプロセスを8.2項（監視及び測定）～8.5項（改善）に計画し、実施する。

a)  製品の適合性を実証すること。

　b)　品質マネジメントシステムの適合性を確実にすること。

c)  品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善すること。

(2)　前項においては、統計的手法を含め、適用可能な方法、及びその使用の程度を決定することを含める。

8.2監視及び測定

8.2.1顧客満足

(1)　組合は、品質マネジメントシステムの成果を含む実施状況の測定の一つとして、組合が顧客要求事項を満たしているかどうかに関して、顧客がどのように受止めているかについての情報を監視する。
(2)　組合は、顧客がどのように受止めているかの情報を監視するために、下記の事項について情報を収集し記録する。　

　a)　顧客からの一般情報

　b)  苦情などの情報

　c)　製品引渡し後の顧客からの情報

(3)　組合は、上記の情報を取りまとめ下記の事項に使用する。

　a)　必要に応じて遅滞なく、参事会に報告する。

　b)　8.4項のデータの分析に使用する。

　c)　マネジメントレビューのインプットとして、理事長に報告する。

8.2.2内部監査

(1)　組合は、品質マネジメントシステムの次の事項が満たされているか否かを明確にするために、年1回（5月）の内部監査を実施する。そのほか、製品の設計または仕様に重大な影響を与える変更、製品の適合を表明する根拠となるＪＩＳ規格の変更、該当する場合工場の所有権又は経営構造の変更、製品がもはやＪＩＳの要求事項に適合していない可能性を示す苦情又は試買検査などの関連情報がある場合及び必要に応じて、臨時に内部監査を実施する。

　a)　 品質マネジメントシステムが個別製品の実現に関する【業務規定】、規格の要求事項、及び組合が決めた品質マネジメントシステム要求事項に適合していること。
　b)　 品質マネジメントシステムが効果的に実施され、維持されていること。

(2)　組合は下記の手順により内部監査を実施する。

a)　管理責任者は内部監査の対象となるプロセス及び領域の状態と重要性、並びにこれまでの監査結果を考慮して、【内部監査計画書】を策定し、監査の基準、範囲、頻度及び方法を規定する。

b) 　管理責任者は、監査員の選定及び監査の実施においては、監査プロセスの客観性及び公平性を確保することとし、内部監査員の力量をもつ者の中から選定する。

また、監査員は自らの仕事の監査をしてはならないものとする。

c)　監査の計画及び実施、結果の報告、記録の維持に関する責任、並びに要求事項を付図「内部監査のプロセス図」に示す。

d)　監査された領域に責任をもつ管理者は、内部監査で発見された不適合（そのものの処置）及びその原因を除去（是正処置）するために、【是正処置報告書】に必要事項を記述し、遅滞なく処置がとられることを確実にする。

e)　監査された領域に責任をもつ管理者は、フォローアップとして、とられた処置の検証（不適合処置及び是正処置）及び検証結果を【是正処置報告書】に記述して管理責任者に報告する。

8.2.3プロセスの監視及び測定

（1）組合及び当該工場は、品質マネジメントシステムのプロセスを適切な方法で監視し、適用可能な場合には測定する。

ａ）特定されたプロセスが計画どおりの結果を達成する能力があることを実証するため、各プロセスの目的の達成状況がわかる監視記録の検証及びプロセスのつながりの検証により監視する。

ｂ）定期監視は年1回（5月）行う。監視結果は【プロセス監視表】に記録する。

(2)計画どおりの結果が達成できない場合又は予想される不適合のある場合には、製品の適合性の保証のために、適宜【指示書】または【是正処置報告書】により修正及び是正処置を行う。

8.2.4製品の監視及び測定

製品の監視及び測定に関する事項は、各工場の【業務規定】による。

8.3不適合製品の管理

不適合製品の製品に関する事項は、各工場の【業務規定】による。

8.4データの分析

(1)　組合及び当該工場は、品質マネジメントシステムの適切性及び有効性を実証するため、また、品質マネジメントシステムの有効性の継続的な改善の可能性を評価するために、監視及び測定の結果から得られたデータ及び適切なデータを明確にし、【データ分析報告書】に示す。

これらは、年1回（5月）それらのデータを収集し、分析する。

(2)　組合及び当該工場は、次の事項に関連する情報を【データ分析報告書】に記述し、社内の関連部署へ提供する。

　a)　顧客満足(8.2.1項で定めた事項と関連する情報)

　b)　製品要求事項への適合性（7.2.1項で定めた事項と関連する情報）

　c)　予防処置の機会を得ることを含め、プロセスと製品の特性及び傾向。

　d)　協力業者(購買品や受入などに関する情報)

8.5改善

8.5.1継続的改善

(1)　組合は、改善に用いる項目を示して、品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善する。

(2)　管理責任者は、品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善を推進するために必要な改善計画を【品質改善計画書】に記述し、マネジメントレビューのインプットとして理事長に報告する。

8.5.2是正処置

(1)　組合及び当該工場は、不適合が発見された場合、再発を防止するために、不適合の原因を除去するための処置をとる。是正処置は、発見された不適合のもつ影響に見合うものとする。　

(2)　組合及び当該工場は、発生した不適合について次の手順により処置をとり、その内容を【是正処置報告書】に記録する。

a)　顧客からの苦情を含めて不適合の内容を確認する。

b)　不適合の原因を特定する。

c)　その部署の責任者は、不適合の再発防止を確実にするための処置の必要性を評価し、必要な処置を決定する。

d)　当該部署責任者は、実施担当者及び期限を決め、実施担当者はその処置を実施し記録する。

e)　 当該部署責任者は、とった処置がなされているか、再発していないかを確認し記録する。

f)　 当該部署責任者は、是正処置において実施したa)～e)の一連の活動をレビューする。

8.5.3予防処置

(1) 組合及び当該工場は、起こり得る不適合が発生することを防止するために、その原因を除去する処置を決定する。予防処置は、起こり得る問題の影響に見合ったものとする。

(2)　組合及び当該工場は、次の手順により処置をとり、その内容を【予防処置報告書】に記録する。

a) 起こり得る不適合及びその原因を特定する。

b) その部署の責任者は、不適合の発生を予防するための処置の必要性を評価し必要な処置を決定する。

c) 当該部署責任者は、実施担当者及び期限を決め、実施担当者はその処置を実施し記録する。

d) 当該部署責任者は、とった処置がなされているか、予防されているかを確認し記録する。

e) 当該部署責任者は、予防処置において実施したa)～d)の一連の活動をレビューする。
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